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■
消
防
団
処
遇
改
善

　
全
国
的
に
、
災
害
の
多
発
化
・
激
甚
化

が
進
み
、
消
防
団
の
役
割
は
大
変
重
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。
消
防
団
員
の
労
苦
に
報

い
る
と
と
も
に
士
気
向
上
を
図
る
た
め
、

処
遇
改
善
の
条
例
改
正
に
向
け
て
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

■
新
修
桂
川
町
誌

　

現
在
の
「
桂
川
町
誌
」
は
昭
和
42
年
８

月
１
日
付
け
で
発
刊
さ
れ
、
以
来
55
年
が

経
過
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
以
前
か

ら
新
た
な
町
誌
の
編
集
に
つ
い
て
必
要
性

を
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
々
の
社

会
情
勢
や
本
町
の
現
状
か
ら
し
て
着
手
で

き
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
町

誌
は
町
の
歴
史
や
住
民
の
暮
ら
し
を
後
世

に
伝
え
る
と
い
う
大
切
な
意
義
と
使
命
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
正
確
な
史
実
に
基

づ
く
編
集
作
業
が
求
め
ら
れ
、
多
く
の
人

た
ち
の
協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
世
代
間
の
切
れ
目
を
生
じ
さ
せ

な
い
た
め
に
も
、
令
和
５
年
度
か
ら
「
新

修
桂
川
町
誌
」
の
編
集
に
向
け
て
準
備
室

を
設
置
し
、
具
体
的
な
作
業
に
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
公
金
収
納
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化

　

現
在
、
税
金
・
使
用
料
等
の
公
金
収
納

に
つ
い
て
は
、
役
場
会
計
窓
口
及
び
指
定

金
融
機
関
等
に
て
行
っ
て
い
ま
す
が
、
収

納
機
会
の
拡
充
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化

に
よ
る
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
コ

ン
ビ
ニ
で
の
納
付
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に

よ
る
電
子
決
済
を
可
能
と
す
る
収
納
シ
ス

テ
ム
が
令
和
５
年
度
よ
り
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。
納
付
書
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
た
事
項

を
参
考
に
ご
活
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

■
桂
川
町
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例

　

こ
れ
ま
で
の
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、

国
や
地
方
公
共
団
体
、
民
間
事
業
者
ご
と

に
複
数
の
法
制
度
が
存
在
し
、
規
制
の
不

均
衡
や
不
整
合
が
生
じ
易
い
た
め
、「
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
改
正
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
個
人
情
報

の
取
扱
い
が
同
じ
法
律
に
基
づ
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
現
行
の
「
桂
川
町
個
人
情
報

保
護
条
例
」
等
を
廃
止
し
、
新
た
な
法
を
施

行
す
る
た
め
に
「
桂
川
町
個
人
情
報
保
護
法

施
行
条
例
」
の
制
定
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

▲昭和 42 年発刊「桂川町誌」


